
長崎県幼児教育アドバイザー支援事業実施要項 

 

１ 目 的 

  幼児教育アドバイザーが、県内の幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等の要請を受けて

支援を行うことにより、幼児教育の質の向上を図る。 

 

２ 支援の内容 

（１） 保育参観・公開保育等における助言等 

（２） 園内研修の計画や実施方法についての助言や、当該研修の進行や講義等 

（３） その他の研修会における講義、指導助言等 

（４） 教育・保育内容に関する電話による相談 

 

３ 支援対象 

 （１）教育・保育内容についての助言、園内研修支援 

   県内全ての幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設 

 （２）研修会等における講師業務、助言等 

   ア （１）の対象が所属する団体が主催する研修会 

   イ 市町教育委員会又は市町首長部局幼児教育所管課が主催する研修会 

   ウ その他県が必要と認める研修会等 

 

４ 支援者 

支援は、幼児教育アドバイザーが行う。ただし、必要に応じて、長崎県幼児教育センター（以下「セ

ンター」という。）職員が対応する場合や同行する場合がある。 

 

５ 費 用 

  支援に要する費用については、長崎県の負担とする。 

 

６ 支援の回数 

  ２（１）～（３）の支援の回数については、一施設につき概ね年３回まで可能とする。 

 

７ 訪問支援・講師依頼の手続き 

  ２（１）～（３）の手続きについては以下のとおりとする。 

（１） 原則として、希望日の１か月前までに、「幼児教育アドバイザー訪問依頼書」をセンターに提出

する。 

（２） センターは、幼児教育アドバイザー訪問依頼書に基づき、派遣日及び幼児教育アドバイザーを

決定し、派遣日の２週間前までに依頼者へ連絡する。 

（３） 依頼者は、訪問後２週間以内に「幼児教育アドバイザー利用アンケート」（以下「アンケート」

という。）をセンターに提出する。ただし、訪問支援の内容が、打ち合わせなど、アンケート提



出の必要性が低いとセンターが判断する場合は、提出を要しないこととする。 

（４） ただし、２（１）のうち公開保育の支援に関することについては、前３項の規定によらず「公

開保育サポート相談票」をセンターに提出することとする。 

 

８ その他 

支援を通してセンターが知り得た内容は、原則として公表しない。ただし、幼児教育・保育の質の向

上に役立つ情報は、個人を特定できるような内容を除き、該当施設の承諾を得た上で、公表する場合が

ある。  

 

附 則 この要綱は、令和５年４月１日より施行する。 

 

附 則 この要綱は、令和７年６月 30日より施行する。 


